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理事長あいさつ    

            

皆様へ 

 平素は学校法人 関東学園のために格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 ここに「2019 年度事業と財務の概要」を公表するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 

 当学園は、大正 13 年（1924 年）に松平濱子により創設され、以来 96 年「敬和、温順、

質実」を建学の精神として受け継ぎながら、自主創造の気風の養成に努め、英知に富み、社会に

寄与する人材を育てる「学徳一体の人間教育」を行っております。 

 なお、2019 年度末より、新型コロナウイルス感染症の対策を開始しました。5 月からオン

ラインによる授業、6 月から段階的に教室での授業を行っております。 

 

2019 年度は、以下のような方針の下、事業活動を行ってまいりました。 

【方 針】 
① 魅力ある教育の提供  

地域社会との交流を大事にし、学生・生徒の声に耳を傾け、それに応える学校づく 
りを行う。学生・生徒が楽しく充実した学校生活を送り、希望の進路を実現し、満足

して卒業できる教育を提供する。また、気持ちよく生活できる教育環境を提供する。 
② 特色ある学校づくり 

経営環境や他の教育機関の動向をしっかり分析しながら、各学校の魅力・特色を打 
ち出すため、教育支援、学生生活支援、就職・進路支援において、他の教育機関に無

い特色と成果を出すことにより差別化を図り競争力をつける。 
③ 目標と情報の共有化 

経営改善目標、成功事例等を学園内で共有化することにより、理事会と教職員が一 
体となり総合力を発揮し経営改善目標を達成していく。また、具体的な目標を教職員

全員で共有化することにより、帰属意識を高め、働きがいと誇りを持って学生・生徒

の支援や教育にあたることができるような職場を目指す。 
④ 安定した経営基盤の確立 

本学の特色ある教育や成果を適切に伝え入学者を確保することにより、収入の増加

を図るとともに、経費の削減を実施し、安定的な経営基盤を実現していく。 
 

今後とも当学園に対し、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2020 年９月 

理事長  松平 正久 
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５. 事業の概要 

 
 
はじめに 
学園は、「敬和」「温順」「質実」という建学の精神に基づき、知識を養うと同時に、人間形成を尊重する、 

「学徳一体となった人間教育」の実現に努めています。 
その実現のために、私立学校を取り巻く環境が少子化や経済情勢等の影響を受けるなかで、地域から評価 

され、持続できる学校となることが重要です。 
2019 年度も学生・生徒の思いを大切にし、「充実した学校生活」「希望する進路の実現」「成長した自分を 

感じての卒業」、そのための教育力の向上や学生・生徒のサポートを教職員一人ひとりが心掛け、地域から 
選ばれる学校づくりを行ってきました。 
 
2019 年度に実施した主な事業 
 
（1）学園共通 
 

① 地域から選ばれる学校づくり 
ア. 学生・生徒が希望する進路の実現を図りました。 
イ. 教員の教育力の向上、教育の質の向上を図りました。 
ウ. 授業評価による満足度の把握と満足度向上のための対策を実施しました。 
エ. 資格取得の指導やサポートを教職員が全力でフォローし、地域に貢献できる人材の育成に努め

ました。 
オ. 教職員によるきめ細かな指導やフォローにより、中途退学の防止を図りました。 
カ. 教員による出張講義、教育施設の開放、ボランティア活動、地域社会への知的協力等地域社会

との交流を積極的に図り、本学の評価・認知度を上げました。 
キ. 地域の皆様の理解を深めていただくため、ホームページにおいて学校からの情報発信の充実を

図りました。 
ク. 教育環境に必要な整備を行いました。 

 
② 本学の特色ある教育や成果を前面に押し出した募集広報活動  

 
③ 新型コロナウイルス感染症対策 

2 月から検討を始め、3 月から対応しました。また、新年度に向けた検討・準備を行いました。 
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（2）大学 

 
① 教育・研究 

ア. コンピテンシー教育の改善 
本学の特色であるコンピテンシー教育プログラムについて、より効果的なものとなるよう、 
コンピテンシー・ポイント制度の検討を行ないました。 

イ. FD の取り組み 
FD 委員会の下、FD 研究会の実施や授業評価アンケートの実施等を通じて、全学的に授業内容の 
改善に取り組みました。 

ウ. カリキュラムの見直し 
経済学科・経営学科の専門教育科目について、カリキュラムの見直しを実施し、 
カリキュラムツリーの導入を検討しました。 

エ. エクステンションプログラムの改善 
エクステンションプログラム（課外講座）と専門・教養授業を合わせて受講できるように時間割を 
作成し、学生が受講するよう促しました。 

オ. 研究 
外部資金（科研費等）の助成を受けた研究を行い、あわせて本学紀要を刊行しました。 

カ. 新型コロナウイルス感染症への対応 
ソーシャルディスタンスに配慮して、卒業式を行いました。 

 
② 就職支援 

ア. ゼミ指導教員、就職委員、キャリアサポートスタッフが密接に連携し、組織的に就職支援を 
行いました。 

イ. インターンシッププログラムを改訂し、対象学年を 2 年次からに広げ、実習先も新規開拓しました。 
ウ. 2021 年卒業生向け春休みガイダンスを新規企画し実施しました。 

 
③ 学生生活支援 

ア. 部活動、同好会、学友会等の活動に対して支援を行いました。 
イ. 部活動に関する方針について、活動の支援に加え新規立ち上げの補助について定めました。 
ウ. 教職員が学生に関する情報の共有を図り、平素の生活習慣病の改善指導、心的支援及び生活相談を実施し

ました。 
エ. ハラスメント防止の啓蒙を行いました。 
オ. 学生の意見・要望の把握に努め、その迅速的確な解決に努めました。 
カ. 熱中症対策や落雷防止の取り組みを継続して行いました。 
 

 
④ 募集 

ア. オープンキャンパスや高校出張講義に加えて、県内近隣高校を対象とした大学の 
授業やゼミの体験会を学内で実施しました。 

イ. センター試験利用入試と一般入試を対象としてインターネット出願を導入し、受験生の利便性の向上を図

りました。 
ウ. センター試験利用入試の手続き期間を拡大し、受験生に配慮した入試を実施しました。 

 
⑤ 地方創生研究所 

ア. 神流町・渋川市にて群馬県との共同事業（地域振興）に取り組みました。 
イ. 太田市の事業である「新田山グローカル人材事業」に本年度も参画し、 

英国他 4 名が短期留学に参加しました。 
ウ. 「地方創生フォーラム群馬」を開催しました。 

 
⑥ 教育環境の整備 

ア. 教育施設の改修を行いました。   

イ. 教室及び教員・職員用のパソコン、マルチメディア教室の機器を刷新しました。 
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（3）短大  

①事業計画の基本方針のとおり、在学生全員が卒業しました。 
②関係機関に対して、閉学に関わる各種手続を行いました。 

 
① 教育・研究 

ア. 最終学年度まで教員全員が在職し、2 回の全教員会で学生への共通理解のもと、きめ細かな教育

指導、適切な学生指導にあたることができました。 
イ. 卒業時に学生の意識調査と、学生満足度調査を行いました。 
ウ. 授業評価では、ほとんどの学生が「十分満足」と「ある程度満足した」と評していました。 
エ. 幼稚園教諭免許、保育士資格の取得希望者に対する支援の結果、多くの学生が免許・資格を取得

しました。 
オ. フィールド科目に対する学生の関心は高く、多くの学生が科目に関連する資格を取得しました。 
カ. 附属高等学校との高大連携授業に多くの高校生が参加しました。 
キ. 保護者向け教育懇談会を実施し、家庭との連携に努めました。 
ク. 教育研究紀要第 62 集を発行し、教員の研究活動を推進しました。 
ケ. 新型コロナウイルス感染症への対応として、ソーシャルディスタンスに配慮して、卒業式を行い

ました。 
 
② 就職支援 

ア. キャリア意識を早期から啓発しながら、基礎学力の向上、試験対策を実施しました。 
イ. 計画的な進路支援の結果、就職希望者全員が就職できました。特に公立の保育所や幼稚園に 5 名

が採用となりました。 
 

③ 学生生活支援 
ア. 教職員全員による学生生活、課外活動の支援を行いました。 
イ. アザリア研修の実施により、保育の実践的演習とともに学生生活の一層の充実を図りました。 

 
④ 地域貢献 

ア. こども研究センターによる子育て教室の開催、ヴェルボトナル言語教育研究所における定期的な

言語指導教室を実施しました。 
イ. 館林市との共催による公開講座を開催しました。 

 
⑤ 教育環境の整備 

ア. 教室及び職員用のパソコンを刷新しました。 
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（4）高校 
 

① 教育・研究 
ア. 教科学習・授業の充実と学力向上 

① 全教員が授業公開を行い、授業改善に努めました。 
② 授業アンケートを実施し、わかりやすい授業展開の工夫に努めました。 
③ 補習・課外授業や学習合宿を実施し、生徒の学力向上に努めました。 
④ 授業交換を適切に行い、授業確保に努めました。 

イ. 教員資質の向上 
① 校内教員研修を行い、教員資質の向上に努めました。 
② 群馬県教育委員会や群馬県私立小・中・高協会などの研修に参加しました。 
③ 教育顧問による授業観察を実施しました。 

ウ. 学校評価の実施及び公表 
学校評価（自己評価）を実施し、生徒・保護者に公表しました。 

エ. 新型コロナウイルス感染症への対応 
感染症拡大防止の観点から 3 月 2 日から 3 月 23 日の間、臨時休校としました。 
また、ワカティプ高校（ニュージーランド）への短期留学を計画しましたが、 
新型コロナウイルス感染症の影響から中止しました。 

 
② 進路支援 

外部模試による学力の測定、課外授業、学力検討会、志望校検討会、センター試験出願 
説明会、就職説明会、学習合宿、学科研究、進路講演会、職業講話、就職支援、資格取 
得支援などを実施しました。 

 
③ 生徒支援 

ア. 部活動方針を作成し、それに則り活動しました。 
イ. 学業と部活動の両立を推進しました。 
ウ. 生徒の主体的な活動を支援しました。 

 
④ 募集 

  学校説明会、中学校訪問・塾訪問、地区別説明会、中学校への出前授業、本校入学者・他校入学者へ

のアンケートなどを実施しました。 
 

⑤ 関東短期大学募集停止に伴う対応 
   保育士・幼稚園教諭養成機関への進学支援（経済的支援も含む）を実施しました。 
 

⑥ 教育環境の整備 
ア. 教育施設の改修を行いました。  
イ. 教室及び職員用のパソコンを刷新しました。 
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6．財務の概要 

（１） 資金収支計算書（グラフ） 
 

資金収支計算書とは、当該会計年度の諸活動に対する全ての収入・支出内容を明らかにし、かつ支払資金（現金

及びいつでも引出すことができる預貯金）の収入・支出の 顛末
て んま つ

を明らかにするものです。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

資金収入は、  
① 授業料・施設費・入学金などの学生・生徒から 
  納入された収入（学生生徒等納付金収入） 
② 入学検定料や証明書発行手数料などの収入（手数料収入） 
③ 国や地方公共団体などから交付される補助金 
  （補助金収入） 
④ 食堂の運営・外部から委託を受けることなどによる収入 
  （付随事業・収益事業収入） 
⑤ 預貯金の受取利息などの収入 
  （受取利息・配当金収入） 
⑥ 当年度に納入された翌年度分の授業料などの収入 
  （前受金収入） 

が含まれます。 
 

その他の収入は、「前期末未収入金収入」、「預り金受入収入」な

どの収入です。 
 
資金収入調整勘定には 

 期末未収入金（当年度中に受け取るべき収入のうち、入金が 

        翌年度以降の収入） 

 前期末前受金（当年度中に受け取るべき収入のうち、前年度 

        までに入金済みの収入） 

 などが含まれます。 

 

 

 資金支出は、 
① 教員・職員などに対する支出（人件費支出） 
② 教育・研究活動や学生・生徒の学習支援・課外活動支援の支出

（教育研究経費支出） 
③ 総務・人事・経理業務や学生・生徒募集活動など、教育・研究

活動以外の活動の支出（管理経費支出） 
④ 建物、構築物、施設利用権などの支出（施設関係支出） 
⑤ 教育研究用機器備品、管理用器備品、図書、車両などの支出（設

備関係支出） 
が含まれます。 

 
 その他の支出は、「預り金支払支出」、「前期末未払金支払支出」

などの支出です。 
 
資金支出調整勘定には 

 期末未払金 （当年度中に支払うべき支出のうち、翌年度以降 

        の支出） 

 前期末前払金（当年度中に支払うべき支出のうち、前年度まで 

        に支払済みの支出） 

 などが含まれます。 
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教育活動による資金収支は、キャッシュベースでの本業である教育活動の収支状況を表すものです。 
調整勘定：収入（前受金収入、前期末未収入金収入、期末未収入金、前期末前受金等）－ 支出（前期末未払金支

払支出、前払金支払支出、期末未払金、前期末前払金等） 
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（６） 財産目録 
  

Ⅰ資産総額 18,791,800,690 円

内 基本財産 17,297,062,464 円

運用財産 1,494,738,226 円

Ⅱ負債総額 1,113,824,778 円

Ⅲ正味財産 17,677,975,912 円

（一）基本財産 17,297,062,464

有形固定資産 11,327,714,913

（1）土地 346,760.02㎡ 6,195,136,284

校地他
太田 148,751.64㎡ 1,870,864,238

館林 185,195.81㎡ 4,231,905,662

忍野 12,812.57㎡ 92,366,384

（2）建物 49,530.85㎡ 2,210,842,960

校舎他
太田 22,823.87㎡ 1,480,710,973

館林 26,706.98㎡ 730,131,987

（3）構築物 86,662,012

（4）図書 414,143冊 2,052,626,863

（5）教具、校具、備品 10,729 782,446,784

（6）車両 10

（7）建設仮勘定 0

5,443,998,784

（1）第2号基本金引当特定資産 3,810,760,792

（2）第3号基本金引当特定資産 1,633,237,992

525,348,767

（1）電話加入権 4,932,784

（2）ソフトウェア 25,131,552

（3）水利権 470,773,291

（4）投資有価証券 0

（5）長期貸付金 24,061,140

（6）差入保証金 450,000

1,494,738,226

（1）現金預金 1,377,625,214

（2）未収入金 110,707,554

（3）前払金 6,258,445

（4）立替金 147,013

18,791,800,690

823,230,405

長 期 未 払 金 54,175,296

退職給与引当金 769,055,109

290,594,373

（1）前受金 139,403,000

（2）預り金 82,366,269

（3）未払金 68,825,104

1,113,824,778

17,677,975,912

（注）資産の評価は取得価格基準による。

負 債 合 計

正 味 財 産 （ 資 産 総 額 － 負 債 総 額 ）

その他の固定資産

（二）運用財産

資 産 合 計
二 負債額

固定負債

流動負債

学校法人 関東学園
2020/3/31

科 目 年度末・価格 （円）

一 資産額

特定資産

財 産 目 録

（総括表）
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（７） 監査報告書 

 

 

 

監 査 報 告 書 

 

令和 2 年 5 月 2６日 

学校法人 関東学園 

   理事会   御 中 

   評議員会  御 中 

 

 

学校法人 関東学園 

                    監事  平賀 正治 ㊞ 

                    監事  川内 克忠 ㊞  

 

 

 私たち監事は、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人関東学園寄附行為第 9 条の規定に基づき、学校法人関

東学園の令和１年度（平成 31 年 4 月 1 日から令和２年 3 月 31 日まで）の学校法人の業務及び財産の状況を監

査いたしました。 

その結果につき下記のとおり報告いたします。 

 

 

１．監査方法の概要 

  私たち監事は監査に当たり、理事会及び評議員会に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会

計監査法人（辰巳監査法人）と連携をとり、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査を実施いたし

ました。 

 

 

２．監査の結果 

（1）学校法人関東学園の業務の執行に関し不正の行為はなく、かつ法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実

は認められません。 

（2）資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む）、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、基本

金明細表）及び財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しているものと

認めます。 

 

 

以 上 
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独立監査人の監査報告書 

 

 

2020 年 6 月 1 日 

 

学校法人関東学園 

      理事会 御中 

                             辰 巳 監 査 法 人 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 辰巳 正  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 竹内 良昌 ㊞ 

 

 

監査意見 
当監査法人は、私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく監査報告を行うため、平成 27 年 3 月 30 日付

け文部科学省告示第 73 号に基づき、学校法人関東学園の 2019 年度（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日ま

で）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固

定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して、学校法人関

東学園の 2020 年 3 月 31 日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国

における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
計算書類に対する理事者及び監事の責任 
 理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどう

かを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。 
 監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにあ

る。 
計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書

類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
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監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性が

ある。 
・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会

計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
 監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
利害関係 
 学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 



 
                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

  関東学園大学  

    〒373-8515 群馬県太田市藤阿久町 200 TEL（0276）32-7800（代表） 

     ホームページ http://www.kanto-gakuen.ac.jp/univer/index.htm 

 

 

  関東短期大学 

    〒374-8555 群馬県館林市大谷町 625  TEL（0276）74-1212（代表） 

     ホームページ http://www.kanto-gakuen.ac.jp/junir/index.htm 

 

 

  関東学園大学附属高等学校  

    〒374-8555 群馬県館林市大谷町 625  TEL（0276）74-1213（代表） 

     ホームページ http://www.kanto-gakuen.ac.jp/high/index.htm 

 

 

  学校法人関東学園 

    〒374-8555 群馬県館林市大谷町 625  TEL（0276）74-1211（代表） 

      ホームページ http://www.kanto-gakuen.ac.jp/ 

 

 

 


